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純資産総額（億円、右軸）
税引前分配⾦再投資基準価額（円、左軸）
基準価額（円、左軸）

フランクリン･テンプルトン･⽶国連続増配株ファンド（年２回決算型） 
追加型投信／海外／資産複合 設定日︓2017年5月31日 
 

 
 

基準価額 
24,176円 

 

純資産総額 
29.97億円 

 

 基準価額・純資産総額の推移 
 

 

・グラフは過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。 
・基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後のものです。 
・信託報酬率は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。 
・税引前分配⾦再投資基準価額は、税引前分配⾦を再投資したものとして計算しています。 

 
 

騰落率（税引前分配⾦再投資）  
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 

-4.09% 5.93% 12.58% 14.51% 42.90% 141.76% 
 ・騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 

 
 

最近の分配実績（1万口当たり、税引前） 
 

決算月 2023/9 2024/3 2024/9 2025/3 2025/9 2026/3 設定来 
分配⾦ 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 

 ・運⽤状況によっては、分配⾦額が変わる場合、あるいは分配⾦が⽀払われない場合があります。 
 
 

基準価額の変動要因 
 

 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 2026/2 2026/3 設定来 
株式要因 -74円 583円 -165円 995円 1,574円 -1,628円 10,073円 

為替要因等 754円 363円 -16円 -444円 327円 633円 6,422円 
信託報酬 -33円 -30円 -35円 -35円 -33円 -38円 -2,319円 
分配⾦ - - - - - 0円 0円 
合計 648円 916円 -216円 516円 1,869円 -1,032円 14,176円 

 ・各項目は概算値です。円未満は四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。  
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2017/5 2019/11 2022/5 2024/11

純資産総額（億円、右軸）
税引前分配⾦再投資基準価額（円、左軸）
基準価額（円、左軸）

フランクリン･テンプルトン･⽶国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型） 
追加型投信／海外／資産複合 設定日︓2017年5月31日 
 

 
 

基準価額 
10,658円 

 

純資産総額 
19.09億円 

 

 基準価額・純資産総額の推移 
 

 

・グラフは過去の実績を示したものであり、将来の成果を保証するものではありません。 
・基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後のものです。 
・信託報酬率は後述の「ファンドの費⽤」をご覧ください。 
・税引前分配⾦再投資基準価額は、税引前分配⾦を再投資したものとして計算しています。 

 
 

騰落率（税引前分配⾦再投資）  
1ヵ月 3ヵ月 6ヵ月 1年 3年 設定来 

-4.08% 5.90% 12.55% 14.45% 42.76% 141.53% 
 ・騰落率は実際の投資家利回りとは異なります。 

 
 

最近の分配実績（1万口当たり、税引前） 
 

決算月 2024/12 2025/3 2025/6 2025/9 2025/12 2026/3 設定来 
分配⾦ 40円 260円 40円 40円 40円 1,220円 9,005円 

 ・運⽤状況によっては、分配⾦額が変わる場合、あるいは分配⾦が⽀払われない場合があります。 
 
 

基準価額の変動要因 
 

 2025/10 2025/11 2025/12 2026/1 2026/2 2026/3 設定来 
株式要因 -36円 288円 -82円 487円 771円 -812円 7,228円 

為替要因等 372円 179円 -7円 -217円 160円 307円 4,050円 
信託報酬 -16円 -15円 -17円 -17円 -16円 -18円 -1,615円 
分配⾦ - - -40円 - - -1,220円 -9,005円 
合計 320円 452円 -146円 253円 915円 -1,743円 658円 

 ・各項目は概算値です。円未満は四捨五入しているため、合計が一致しない場合があります。 
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フランクリン・テンプルトン・⽶国連続増配株マザーファンドの資産状況 
 
 

資産構成⽐率  
株式等 95.8% 
現⾦等 4.2% 

 
 
ポートフォリオの特性値  
銘柄数 62 
予想平均配当利回り 4.2% 

業種別構成⽐率  
公益事業 20.7% 
⾦融 18.1% 
生活必需品 15.9% 
不動産 14.4% 
情報技術 8.6% 
ヘルスケア 7.1% 
コミュニケーション・サービス 2.9% 
資本財・サービス 2.8% 
一般消費財・サービス 2.7% 
素材 2.6% 
その他 4.2% 
・REITの保有がある場合は不動産に含まれます。 
・その他には現⾦等を含みます。 

組入上位10銘柄  
 銘柄名 業種 組入 

⽐率 
予想配当
利回り 銘柄コメント 

1 アルトリア・グループ 生活必需品 3.2% 6.4% 
⽶国最大級のたばこメーカー。子会社を通じて、た
ばこ、葉巻、パイプ⽤たばこ、電子たばこなどの製
造・販売を手掛ける。たばこ以外にワインの製造・
販売なども展開。 

2 CMEグループ ⾦融 3.0% 3.7% 
⽶国の先物取引所グループの持株会社。シカゴ・
マーカンタイル取引所（CME）やニューヨーク・
マーカンタイル取引所（NYMEX）などの取引所を運
営。 

3 コカ・コーラ 生活必需品 3.0% 2.8% 
世界最大のノンアルコール飲料メーカー。「コカ・
コーラ」や「ダイエット・コーク」などノンアル
コール炭酸清涼飲料で世界有数のトップブランドを
有する。 

4 ベライゾン・コミュニケー
ションズ 

コミュニケーショ
ン・サービス 2.9% 5.6% 通信会社。音声・データサービス、ワイヤレスサー

ビス、インターネットサービスなどを手掛ける。 

5 アムジェン ヘルスケア 2.8% 2.9% 
バイオ医薬品メーカーで世界大手。細胞生物学と分
子生物学に基づく治療薬の開発、製造、販売を手掛
ける。 

6 ペプシコ 生活必需品 2.8% 3.7% 
世界有数の⾷品・飲料メーカー。スナック菓子を中
⼼とした⾷品部門とペプシコーラなどの飲料部門を
中⼼に世界的に展開。 

7 ユナイテッド・パーセル・
サービス（UPS） 資本財・サービス 2.7% 6.9% 

貨物運送会社。全⽶およびその他の国と地域で小包
および書類の配達サービスを展開。同社の事業は航
空輸送・地上集荷・配送の統合ネットワークで構成
される。 

8 メドトロニック ヘルスケア 2.6% 3.3% 大手医療機器メーカー。⼼臓ペースメーカーや手術
⽀援機器などを医療機関向けに提供。 

9 ラムリサーチ 情報技術 2.6% 0.5% 
⽶国の半導体製造装置大手。エッチング装置など半
導体生産の各工程向け装置の開発、製造、販売を⾏
う。世界各地で事業を展開。 

10 CMSエナジー 公益事業 2.6% 3.0% 電⼒や天然ガスを供給する⽶国のエネルギー企業。
中⻄部のミシガン州を拠点に事業を展開。 

  
 
（注） 
・構成⽐率の合計は四捨五入の影響により100.0にならない場合があります。 
・⽐率は注釈がある場合を除き純資産総額に対する割合です。 
・業種はGICS（世界産業分類基準）を適⽤しています。 
・予想配当利回りは、本レポートの作成基準日における投資顧問会社（フランクリン・アドバイザーズ・インク）の調査による予想

配当利回りです。ポートフォリオの特性値における同利回りは、全保有銘柄を対象とした加重平均値です。したがって、今後変動
する場合があります。 

・組入上位10銘柄は組入銘柄の一部をご紹介するものであり、個別銘柄の取引の推奨等を目的としたものではありません。 
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市場動向とファンドの運⽤概況 
 

 
市場概況 
 
当月の⽶国株式相場は、下落しました。上旬は、イラン情勢の悪化を背景とした原油価格の⾼騰によりインフレ加速へ
の懸念が⾼まり、⽶連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測が後退したことから、株式市場は下落しました。中旬は、
⽶連邦公開市場委員会（FOMC）後の会⾒において、パウエルFRB議⻑からインフレ圧⼒が想定通り鈍化しなければ利
下げは難しいとの認識が示されたことを受け、利下げ観測が一段と後退したことから、株式市場は軟調に推移しました。
下旬は、⽶国とイランによる和平協議を受けてエネルギー供給懸念が緩和し、市場のリスク選好姿勢が強まったため、
株式市場は一時持ち直しました。しかし、その後は⽶国とイランの交戦終結に向けた隔たりがなお大きいことが示され、
市場のリスク回避姿勢が強まったことから、株式市場は下落基調を強めました。 
 
運⽤概況 
 
当ファンドは、⽶国の連続増配を⾏っている企業の株式及び不動産投資信託への投資を目的としたファンドです。ポー
トフォリオにおいては、一定期間にわたって実質的に連続増配をしている銘柄の中から、財務の健全性や収益の安定性
等に着目して組入れを⾏いました。また、銘柄および業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築しました。 
3月末の基準価額（分配⾦控除前）は、前月末に⽐べて下落しました。為替要因がプラスとなったものの、株式要因が
マイナスとなりました。個別銘柄については、ユナイテッド・パーセル・サービス（ＵＰＳ）、ラムリサーチ、メドト
ロニック、アムジェンなどがマイナスに寄与しました。 
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 ※詳しくは最新の交付目論⾒書をご覧ください 
 

ファンドの特色 
 
フランクリン・テンプルトン・⽶国連続増配株ファンド（年２回決算型）は、以降＜年２回決算型＞と表記します。 
フランクリン・テンプルトン・⽶国連続増配株ファンド（３ヵ月決算型）は、以降＜３ヵ月決算型＞と表記します。 
 
・フランクリン・テンプルトン・⽶国連続増配株マザーファンド（以下「マザーファンド」ということがあります。）

を通じて、主として⽶国の⾦融商品取引所に上場し連続増配している企業の株式および不動産投資信託等に投資します。 
・原則として、外貨建資産の為替ヘッジは⾏いません。 
＜年２回決算型＞ 
・毎決算時（毎年３月20日および９月20日、休業日の場合は翌営業日）に収益分配を⾏います。 
＜３ヵ月決算型＞ 
・毎決算時（毎年３月、６月、９月および12月の各20日、休業日の場合は翌営業日）に収益分配を⾏います。 

なお、3月と9月の計算期末については、配当等収益に加えて、収益分配前の基準価額（1万口当たり）が10,500円
を超えている場合、当該超過額の範囲内で委託会社が決定した額を分配します。 

 
投資リスク 
  
＜基準価額の変動要因＞ 
 
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資を⾏いますので基準価額は変動します。また、実質的に外貨建資産に投
資を⾏いますので、為替の変動による影響を受けます。 
したがって、投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
本を割り込むことがあります。当ファンドの信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者の皆さまに帰属します。
投資信託は預貯⾦と異なります。 
 
株価変動リスク（株価が下がると、基準価額が下がるリスク） 
一般的に株式市場が下落した場合には、当ファンドの投資対象である株式の価格は下落、結果として、当ファンドの基
準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。また、当ファンドが実質的に投資している企業が業績悪化や倒産
等に陥った場合、当該企業の株式の価格が大きく下落し、当ファンドの基準価額により大きな影響を及ぼします。 
 
不動産投資信託の価格変動リスク（不動産投資信託の価格が下がると、基準価額が下がるリスク） 
不動産投資信託の価格は、保有する不動産等の市場価値の低下および賃貸収入等の減少により下落することがあります。
また、不動産市況、⾦利環境、関連法制度の変更等の影響を受けることがあります。これらの影響により、当ファンド
が実質的に投資している不動産投資信託の価格が下落した場合には、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込
むことがあります。 
 
為替変動リスク（円⾼になると、基準価額が下がるリスク） 
一般的に外国為替相場が円⾼となった場合には、実質的に保有する外貨建資産に為替差損（円換算した評価額が減少す
ること）が発生することにより、当ファンドの基準価額が下落し投資元本を割り込むことがあります。 
 
（注）基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。 
 
＜その他の留意事項＞ 
 

・収益分配⾦は分配⽅針に基づいて毎決算時に委託会社が決定します。ただし、分配対象額が少額等の場合は、分配を
⾏わないことがあります。 

・分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、投資信託の純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相
当分、基準価額は下がります。  

・分配⾦は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場
合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔
準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。 

・投資者のファンドの購入価額によっては、分配⾦の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合
があります。ファンド購入後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。 

・当ファンドは「ファミリーファンド⽅式」により運⽤を⾏うため、マザーファンドにおいて他のベビーファンドによ
る追加設定、一部解約等に伴う有価証券の売買等が⾏われた場合、当ファンドの基準価額が影響を受けることがあり
ます。 

・当ファンドのお取引に関しては、⾦融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。 
・当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資⾦を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場

環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、
取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響を及ぼす可能性や、換⾦の申込
みの受付けが中⽌となる可能性、換⾦代⾦の⽀払いが遅延する可能性があります。 

・その他重要な事項に関しては、投資信託説明書（交付目論⾒書）に詳しく記載されていますので、よくお読みください。 
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 ※詳しくは最新の交付目論⾒書をご覧ください 
 

お申込みメモ 
 
購入単位 

 
販売会社が定める単位 

 
購入価額 

 
購入申込受付日の翌営業日の基準価額 

 
換⾦単位 

 
販売会社が定める単位 

 
換⾦価額 

 
換⾦申込受付日の翌営業日の基準価額 

 
換⾦代⾦ 

 
換⾦申込受付日から起算して、原則として５営業日目からお⽀払いします。 

 
申込締切時間 
 

 
原則として、午後3時30分までに販売会社が受付けたものを当日の申込分とします。 
※なお、販売会社によっては対応が異なる場合がありますので、詳細は販売会社にご確認くだ

さい。 
 
購入・換⾦の 
申込受付不可日 

 
ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀⾏の休業日の場合には、購入・換⾦申込は受
付けません。 

 
信託期間 
 

 
2044年３月22日まで（2017年５月31日設定） 
信託期間は延⻑することがあります。 

 
決算日 
 

 
＜年２回決算型＞ 毎年３月20日および９月20日、休業日の場合は翌営業日 
＜３ヵ月決算型＞ 毎年３月、６月、９月および12月の各20日、休業日の場合は翌営業日 

 
収益分配 

 
毎決算時に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。 

 
課税関係 
 

 
課税上は株式投資信託として取扱われます。 
公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合に少額投資非課税制度（NISA）の適⽤
対象となります。 
当ファンドは、NISAの「成⻑投資枠（特定非課税管理勘定）」の対象です。ただし、販売会社
により取扱いが異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 
配当控除及び益⾦不算入制度の適⽤はありません。 
※税法等が改正された場合には、内容が変更になることがあります。 

 
 

ファンドの費⽤ 
投資者が直接的に負担する費⽤ 
  
購入時手数料 
 

 
申込⾦額（購入申込受付日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額）に、 
3.85％（税抜3.50％）を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。 

 
信託財産留保額 

 
ありません。 

 
投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤ 
  
運⽤管理費⽤（信託報酬） 
 

 
純資産総額に対し年率1.694％（税抜1.54％） 
※運⽤管理費⽤（信託報酬）は毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。 

なお、信託財産からは毎決算時または償還時に⽀払われます。 
 
その他の費⽤・手数料 
 

 
売買委託手数料、保管費⽤、信託事務の処理に要する諸費⽤、信託財産に関する租税等 

原則として発生時に、実費が信託財産から⽀払われます。 
 

その他諸費⽤（監査費⽤、印刷等費⽤、計理およびこれに付随する業務の委託等の費⽤、受益
権の管理事務費⽤等。） 

日々の純資産総額に年率0.05%を乗じて得た⾦額を上限として委託会社が算出する⾦額が毎
日計上され、基準価額に反映されます。なお、信託財産からは毎決算時または償還時に⽀払
われます。 

 
※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示す

ることができません。 
※マザーファンドが投資対象とする投資信託証券には、運⽤報酬等の費⽤がかかりますが、投

資信託証券の銘柄等は固定されていないため、当該費⽤について事前に料率、上限額等を表
示することができません。 

 
※投資者の皆さまにご負担いただく手数料等の合計額については、当ファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示す

ることができません。 
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委託会社およびその他の関係法人 
 
委託会社  

 
フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 
⾦融商品取引業者 関東財務局⻑(⾦商)第417号  
加入協会︓一般社団法人資産運⽤業協会、一般社団法人第⼆種⾦融商品取引業協会 
https://www.franklintempleton.co.jp  
(03)5219-5940 （受付時間 営業日の午前9時〜午後5時） 

 
投資顧問会社 

 
フランクリン・アドバイザーズ・インク (在⽶国) 

 
受託会社 

 
三菱UFJ信託銀⾏株式会社 

 取扱販売会社の照会先  フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社 
 
販売会社 ＜年２回決算型＞ 当資料作成時点の予定を含みます。 

販売会社名  登録番号 
日本 

証券業 
協会 

一般社団法人
資産運⽤業 

協会 

一般社団法人 
⾦融先物 

取引業協会 

一般社団法人 
第⼆種⾦融商品 

取引業協会 

一般社団 
法人日本 
STO協会 

株式会社イオン銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
 マネックス証券株式会社） 

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○     

いちよし証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第24号 ○ ○    
株式会社SBI新生銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
 株式会社SBI証券、 
 マネックス証券株式会社） 

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○  ○   

株式会社SBI証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○  ○ ○ ○ 
株式会社静岡銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第5号 ○  ○   
株式会社七⼗七銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第5号 ○  ○   
七⼗七証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東北財務局⻑（⾦商）第37号 ○     
株式会社⻄日本シティ銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第6号 ○  ○   
松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○  ○   
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○ ○ 
三菱UFJ eスマート証券 
株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○ ○ ○ 
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○ ○ 
 
販売会社 ＜３ヵ月決算型＞ 当資料作成時点の予定を含みます。 

販売会社名  登録番号 
日本 

証券業 
協会 

一般社団法人
資産運⽤業 

協会 

一般社団法人 
⾦融先物 

取引業協会 

一般社団法人 
第⼆種⾦融商品 

取引業協会 

一般社団 
法人日本 
STO協会 

株式会社イオン銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
 マネックス証券株式会社） 

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○     

いちよし証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第24号 ○ ○    
株式会社SBI新生銀⾏ 
（委託⾦融商品取引業者 
 株式会社SBI証券、 
 マネックス証券株式会社） 

登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第10号 ○  ○   

株式会社SBI証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○  ○ ○ ○ 
株式会社七⼗七銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第5号 ○  ○   
七⼗七証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東北財務局⻑（⾦商）第37号 ○     
株式会社⻄日本シティ銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第6号 ○  ○   
松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○  ○   
マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○ ○ 
三菱UFJ eスマート証券 
株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○ ○ ○ 
楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○ ○ 
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本資料をご覧いただく上でのご留意事項 
 
・当資料は、フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（以下「当社」）が作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づ

く開示書類ではありません。 
・当資料は、当社が信頼性が⾼いと判断した各種データ等に基づいて作成したものですが、その完全性、正確性を保証するものでは

ありません。 
・当資料に記載されたグラフやデータ等は、過去の実績または予測であり、将来の運⽤成果・市場変動等を示唆あるいは保証するも

のではありません。運⽤実績等は税引前のものです。 
・当資料の内容は作成時点のものであり、将来予告なく変更されることがあります。 
・投資信託は値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります）に投資しますので、組入証券の価格の下落や、組入証券の発

⾏者の信⽤状況の悪化等の影響による基準価額の下落により、損失を被ることがあります。したがって、投資元本は保証されてい
るものではなく、投資元本を割り込むことがあります。 

・投資信託は預⾦等や保険契約と異なり、預⾦保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外で投資信
託をご購入された場合は、投資者保護基⾦の⽀払いの対象にはなりません。 

・投資信託は、⾦融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適⽤はありません。 
・投資信託の取得の申込みにあたっては、販売会社より最新の投資信託説明書（交付目論⾒書）をお渡しいたしますので、必ず内容

を⼗分ご確認のうえご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付目論⾒書）は、取扱販売会社にご請求ください。 
・当資料に指数・統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権、その他一切の権利は、その発⾏者に帰属します。 
・当資料は当社の許可なく複製・転⽤することはできません。 
 
 


